
 

 

 

地域社会にやさしい環境＆福祉づくりを 

私たちでできることから 
  

市障害福祉課では平成２０年６月からハンディ＆エコ・キャップ支援活動に

取組み、ペットボトルのキャップ、缶飲料のプルトップ等の回収活動を行って

います。 

支援活動の内容は、ＣＯ２削減の環境問題への取り組みと発展途上国へのポ

リオワクチン提供活動と障がいのある方への就労支援活動に取り込んでいます。 

この活動を支援していただける企業・店舗・団体を募集しています。 

 

CSR【企業の社会的責任】とは 

 収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけでなく、人権に配慮した適正

な雇用、労働条件、消費者への適切な対応、環境問題への配慮、地域社会への

貢献など企業が市民として果たすべき責任を言います。 

 

 ペットボトルのキャップ又は缶飲料のプルトップを集めることで手軽に環境

問題への配慮や地域社会への貢献（市内の障害者支援施設で働く方が回収、分

別、洗浄、粉砕の仕事を従事することにより給料の支給や日中活動の提供）の

ＣＳＲが取り組めます。 

  

 ハンディ＆エコ・キャップ運動は、市内外の企業・団体・店舗様からご支援

をいただき、参加数は１００以上となっています。 

 

ぜひ、この機会に本市のハンディ＆エコ・キャップ運動への参加をご検討下

さい。 

 



 

【活動募集要項は以下のとおりです】 

 ① 回収の用具一式（回収ＢＯＸ用ラベル、本市のリサイクルマーク）は事

前に提供します。データーで希望の方は、ＤＶＤ等の記録媒体を用意して

下さい。また、メールでの提供を希望される方は、メールアドレスをご記

入下さい。 

 

 ② 回収ＢＯＸについては、不要となった衣装ケースやペットボトルを再使

用して下さい。 

 

 ③ 啓発チラシ、支援フロー図、回収ボックス作成用台紙などは、専用ホー

ムページ「ペットボトルのキャップを回収しています」に公開しています

のでダウンロードされて啓発用として活用ください。  

  

④ 回収しましたキャップやプルトップは、市役所又は各支所及び市内の障

害者支援施設（ハンディ＆エコ・キャップステーション）へ持ち込みをお

願いします。 

 

なお、その他詳しいことは市健康福祉部障害福祉課障害支援グループまでご

連絡下さい。 

 

 

 

 

（ハンディ＆エコ・キャップ支援事業） 
東近江市健康福祉こども部障害福祉課（東庁舎） 

〒５２７－８５２７  
滋賀県東近江市八日市緑町 10 番 5 号 
IP 電話 050-5801-5640 電話 0748-24-5640 
協賛：東近江市ハンディ＆エコキャップ 

ネットワーク加盟施設 

 

 
 
 
 
 



 
ハンディ＆エコ・キャップ協力（事業所・店舗・団体）認定申請書 

 
年  月  日 

 
東近江市福祉事務所長      様 
 
 

申請者住所                   
  代表者           ㊞      

 
 
 東近江市ハンディ＆エコ・キャップ支援事業実施要項第４条の規定により、下記のとお

りハンディ＆エコ・キャップ支援協力（事業所・店舗・団体）として認定を受けたく申請

します。 
 

記 
 

事業所・店舗・団体名  

所 在 地 
〒 

代 表 者 名  

担 当 者 名  

電 話 番 号 
Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ 

 

活 動 事 項 

①ペットボトルキャップの回収への取組み。 
 
②プルトップの回収への取組み。 
 

 
 


